
【にこにこ園保育所】こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業） 

 利用のしおり（重要事項説明書） 

令和８年４月１日現在 

 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）とは  

 全ての子育て家庭に対して、保育の必要の有無にかかわらない形での支援を行うと

ともに、不安や悩みを抱えている家庭への支援をより適切に、きめ細かく行います。  

また、この事業は、保護者の立場からの必要性に対応するものではなく、こどもを

中心に考え、こどもの成長の観点から、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質

な成育環境を整えることを目的とする事業です。  

 

１ 事業の運営主体 

事業者の名称 にこにこ園保育所合同会社  

事業者の所在地 裾野市岩波４９番地の５ 

事業者の電話番号 ０５５－９３９－８２３３ 

代表者氏名 山本則一 

 

２ 施設の概要 

種別 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）  余裕活用型 

施設名称 にこにこ園保育所  

施設所在地 裾野市岩波４９番地の５ 

施設の連絡先 
TEL ０５５－９３９－８２３３ 

FAX ０５５－９３９－８２３３ 

責任者職氏名 園長 山本玲子 

開設年月日 平成２８年３月１日 

その他の事業  

 

３ 利用対象年齢と定員 

  対象年齢：０歳６か月～満３歳未満  

  定員：２人 

 



４ 設備の概要 

⑴   乳児等通園支援事業の預かり  

  乳児等通園支援室 ３２．２７㎡ 

 

⑵   併設施設を含む建物全体  

敷地面積４０１．６１㎡ 

園舎 延床面積２４７．３９㎡ 

部屋の数と面積  

 

 

 

 

 

 

 

 

    屋外遊戯場（園庭）約４０㎡ 

 

５ 事業の目的と運営方針 

⑴ 事業目的 

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、

保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらず、全ての子育て家庭に対し

て支援する。 

 

⑶   保育理念と教育・保育の目標  

   ・しっかり食べる子  

   ・よく考える子 

   ・思いやりのある子  

 

(3) 教育・保育の方針  

   ・園を利用する乳幼児の最善の利益を保障し、豊かな人間形成の基礎を培う環

境を目指します。  

保育室 １室 ９．９８㎡ 

乳児室（乳児等通園支援室）  １室 ２２．２９㎡ 

屋内遊戯場 １室 ㎡ 

こども用便所  １室 １．６６㎡ 

調理室 １室 １３．２０㎡ 

職員室（保健室含む）  １室 ７．４３㎡ 

その他  １９２．８３㎡ 



   ・子どもが安心して過ごせる環境を整え、一人一人の思いを大切に受け止めなら発

達段階に応じて保育計画を立て、心の通った保育を心がけてまいります  

   ・養護と教育を一体化し、情緒の安定を図り、健康、安全に配慮し自己を十分

に発揮しながら活動できるように努めます。  

   ・家庭、地域社会、保育園幼稚園と連携を図りながら子育て支援に努めます。  

 

６ 提供する乳児等通園支援の内容  

児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針

（平成 29 年告示）に準じて、利用するこども及びその保護者の心身の状況等に応じ

て支援をし、乳幼児の発達に必要な教育・保育を提供する。  

 

《乳児等通園支援計画》 

年齢 計画 

０歳児 
温かな受容のもとで生理的、心理的欲求を満たし、心地よく生活す

る。 

１歳児 
安全で活動しやすい環境のなかで、探究活動や発達に応じた活動を

楽しむ。 

２歳児 
生活や遊びを通して、友だちへの関心を持ち、一緒に遊ぶ楽しさを

知る。 

 

７ 職員体制 

職種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長（責任者）  １ 人 １ 人 ０ 人 園長は保育所と兼務  

保育士 ２ 人 １ 人 １ 人 保育所と兼務  

 

８ 利用時間等 

開園日時 
月曜日～金曜日  ９：００～１２：００ 

１３：００～１６：００  



休園日 ・日曜日、祝祭日、年末・年始（１２月２９日～１月３日） 

利用方法 
・月１０時間まで利用可能  

・１日の利用時間 最低１時間 最大３時間 

 ※園の行事等がある日は、利用できない場合があります。  

 

⑴ 1 日のスケジュール  

①  登園（二次元コードを読み込んで登録）、利用料の支払  

②  支度～受入れ 

③  遊び 

④  お迎え～降園（二次元コードを読み込んで登録）  

 

⑵ 慣らし通園 

・本事業のこどもの育ちを応援するという趣旨にならい、こどもが保育園に慣れてい

ないなどの理由により長時間の利用がこどもにとって難しいと判断した場合には、

慣らし通園（慣れるまでは利用時間を短くする）を行っていただきます。  

・私用等により長時間の利用を希望する場合は、一時預かり事業をご活用ください。  

 

９ 利用予約 

⑴   利用対象児童 

・生後６か月から３歳未満のこども（３歳の誕生日の前々日まで利用可能です）  

 ※保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭

的保育事業、企業主導型保育事業所を利用しているこどもは対象外です。  

 

 ⑵ 利用時間 

・ひと月の中で１０時間まで利用できます。  

・前の月に未利用分があっても、翌月に繰越して利用することはできません。  

・「裾野市こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）の利用に関するキャンセル

ポリシー」（以下、「キャンセルポリシー」という）に基づき、時間の減算が生じる場

合があります。詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧ください。  

 

 

⑵   利用予約 

・総合支援システムにより、 1 時間単位（９：００～、～１１:００など正時）で仮予

約をしてください。  （仮予約受付は、利用日１か月前の９時から利用日の７日前

の 1５時までです。） 



・総合支援システムでは 30 分からの予約（９：３０～、～１１:３０など）が出来る

ようになっていますが、当園では対応していませんのでご了承ください。  

・予約確定までに少しお時間をいただきます。ご了承ください。 

 

１０ 利用料金 

  利用者負担額      1 時間当たり３００円（減免あり）国基準 

利用料金の納付方法    現金払い 

・利用料等は、当日お支払いください。  

・お支払いは、おつりがないようにご用意ください。   

・利用申請の際に「負担軽減の申請」をして認定された場合は、利用料の減免があり

ます。 

・利用をキャンセルした場合の利用料については、キャンセルポリシーをご確認くだ

さい。 

・利用終了予定時刻内にお迎えが無かった場合、別途料金が発生する場合があります。  

 

１１ 給食・おやつの提供等 

給食 なし 

おやつ なし 

アレルギー対応  あり 

《アレルギー対応について》  

「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」（ 2019 年４月厚生労働省）に 

基づき、適切な対応に努めています。  

   事前面談時にアレルギーの有無などお子さんに関する情報を聞き取ります。 

 

１２ 利用開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

⑴ 基本的な留意事項  

利用開始前の 

事前面談 

利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、お子さんの

特徴（家庭での過ごし方、離乳や食事・アレルギーの情報など）

や保護者の意向等を把握します。  

総合支援システ

ム 

利用者の基本情報の登録や、登園の予約・キャンセル、利用実績

の確認などを総合支援システムで行います。  

利用開始につい

て 

登園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、利用

乳幼児の保護者とその内容を確認し、登録票を作成します。 



利用上の留意点 

（１）登園時の留意点  

①保育室に設置してある二次元コードを読み取り、登園登録をお

願いします。故障の原因となりますのでこどもには操作させず

（触れさせず）、保護者の方が操作をしてください。  

②利用開始時間を過ぎてから登録をお願いします。  

 

（２）降園時の留意点  

①事務所に設置してあるタブレット等で二次元コードを読み取

り、降園登録をお願いします。  

②登園時と違う方がお迎えに来る場合には、必ず事前に連絡をお

願いします。  

③お迎えの時間が変更になる場合は、連絡をお願いします。  

④利用終了時間は、予約時間内に降園登録をお願いします。  

キャンセルにつ

いて 

利用のキャンセルが生じた場合は下記の取扱いとなります。  

（１）利用枠（月 10 時間）の消費  

利用予定日の前日（施設の開所日のうち、利用日の１営業日

前）１５時以降にキャンセルが発生した場合は、利用可能枠が

消費されます。  

 

（２）キャンセル料金の発生  

キャンセル料金はかかりませんが、キャンセルが頻繁に生じて

いる方は、利用をお断わりする場合があります。  

 

（３）その他、キャンセルポリシーについては、別紙をご確認く

ださい。 

 

利用終了につい

て 

下記のいずれかの状態となった時は利用が終了いたします。  

①認可保育施設（保育所・認定こども園・小規模保育事業所・事

業所内保育事業所）、企業主導型保育事業所や幼稚園への通園が

決定したとき。  

②こどもの年齢が満３歳となったとき。  

③利用料等の滞納が数回続き、かつ支払う意思が認められないと

き。 

 

⑵ 健康管理、病気のときの対応  

・病気や体調の悪い場合は、利用をご遠慮願います。お子さんの状況や感染症に

より、利用をお断りする場合があります。  

・登園後に、発熱やひどい咳、嘔吐、下痢等の症状がある場合には、全身の状態

を観察しながら連絡をさせていただきます。  

・お薬は原則としてお預かりしません。  

・予防接種は機会を逃さず予定を立てながら受けるようにお願いします。予防接

種後はお預かりできませんので、利用をお控えください。  

 

１３ 緊急時における対応 



乳児等通園支援の提供中、利用こどもに体調の急変などがあった場合、すみやかに

利用こどもの保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置

を講じます。 

乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、保護者及び裾野市に連絡する

とともに、必要な措置を講じます。  

利用こどもに対する乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に

は、損害賠償を速やかに行います。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名 裾野消防署 

所在地 裾野市石脇５１５番地 

電話番号 ０５５－９９５－０１１９  

 

【管轄する警察署】  

警察署名 裾野警察署 

所在地 裾野市平松６２０番地の１ 

電話番号 ０５５－９９５－０１１０  

 

１４ 非常災害時の対策 

非常時災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。  

非常時災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に

周知するとともに、毎月１回以上避難及び消火、救出その他必要な訓練を実施してい

ます。 

 

⑴  防災対応 

・警報発令時について  

  ・登園前に大雨等の警報が発令されている場合は、利用中止となります。 

  ・登園後に警報が発令されて危険が予測されるときには、電話にてお迎えをお願

いすることがあります。  

避難訓練 毎月 26 日前後 

防災設備 毎月 消火器、発電機、非常持ち出しの点検 



 

⑵ 地震に関する対応について  

  市内に震度 5 弱以上の地震が発生した場合  

  ・登園前に地震が発生した場合は、登園しないでください。  

  ・登園後に地震が発生した場合は、すぐに迎えに来てください。  

 

避難場所と指定避難所  

 

１５ 賠償責任保険の加入状況（以下の保険に加入しています。） 

保険の種類 全国私立保育連盟 園賠償責任保険・園児団体障害保険  

保険の内容 保育園の管理下における災害に備えた補償保険 

 

１６ 苦情相談窓口 

要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。  

 

 

 

 

１７ 虐待の防止のための措置について 

避難場所 

（緊急的に避難する場所）  
園庭⇔裾野市岩波東ブロック避難所  

指定避難所 深良小学校（行政指定広域避難所  

相談・苦情受付担当者  山本玲子（園長） TEL 055-939-8233 

相談・苦情解決責任者  山本則一（代表） TEL 055-939-8233 

第三者委員 

民生委員児童委員  

小林重光 
TEL  090-4211-4377 

民生委員児童委員  

棗 澄子 
TEL 055-997-9933 

体制の整備等 
人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制を整備する

とともに、職員に対する研修その他の措置を講じます。  

児 童 虐 待 の 

通告等 

当園は、保育の提供中に虐待を受けたと思われる園児（児

童）を発見した場合は、速やかに裾野市こども家庭センタ

ー及び児童相談所等適切な機関に通告し、必要な対応を行

います。 



※こどもが、ご家庭などで怪我をした場合は、利用の際に、怪我の状況等についてお

知らせください。  

 

１８ 個人情報の取り扱い 

⑴ 乳児等通園支援の提供にあたって、職員及び職員であった者が知り得た個人情

報や秘密は、法令等による必要な場合を除き、保護者の同意を得ずに第三者に提

供することはありません。  

⑵ 個人情報の取り扱いについて関係法令及び当市の「個人情報保護規定」を遵守

し、適切な取り扱いを行います。  

 

１９ その他の注意事項 

・本事業の趣旨にご理解いただいたうえで、利用をお願いします。  

・子育てに関する相談等がある場合は、保育士まで気軽にお声がけください。  

・利用時間までに通園がない場合は、電話で確認をさせていただきます。 

・送迎をする方が変更になった場合は必ず園に連絡してください。また、初めての方

の場合は身分証明書等で確認させていただきます。 

・登降園時は、事業所の総合支援システムに表示される QR コードをお手持ちの媒体

で読み取ってください。登園・降園の時間と送迎者は、総合支援システムで記録し

ています。 

・できるだけお子さんの負担にならないように、利用時間等、お子さんが慣れるまで

様子を見ながら進めていきたいと思います。  

・お子さんに発熱・嘔吐・下痢等の症状がある場合は、利用をお控えください。  

・医師の治癒登園証明が必要な感染症に感染した場合は、病院を受診し、医師の指示

に従って療養してください。症状が回復し、集団生活に支障がないと医師により判

断された場合は利用できますが、後日利用がある場合は、園に必ずお伝えください。  

・利用時間が 11 時から 12 時にかかる場合は、在園児は給食の時間になりますので、

ご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

持ち物  ★持ち物全てに名前を書いてください。 

＊登園時の靴は、外遊びの時も履くため、動きやすい靴でお願いします（サンダル・

ムートン・足首まである靴は不可）。 

 

□着替え（1～2 セット） 

（服・ズボン・肌着）  

□帽子 

 

 

□おむつ（３～４枚） 

□おしり拭き 

 

・動きやすく脱ぎ着しやすい衣服でお願いします。  

（フードがある服・スカートは不可） 

・たくさん遊ぶため、汚れてもよい衣服でお願いし

ます。 

・吐物・下痢で衣服が汚れた際は、消毒します。そ

の時に色落ちすることがあるので、色落ちしても

大丈夫な服でお願いします。感染症を防ぐためそ

のままお持ち帰りいただく場合もあります  

・おむつは前側に名前を書いてください。  

 

 

□ハンドタオル（１枚） 

□ウエットティシュー  

□家庭で水分補給に使って

いるもの 

 

ミルクを飲んでいるお子様  

□哺乳瓶 

□ミルク 

□ガーゼ（2 枚） 

 

・手拭き（ループ付きを推奨）  

・口拭き用 

・お子様の状況に合わせ、水分補給用に家庭で使用

しているマグマグや水筒に普段飲んでいる麦茶や

白湯などの飲み物を入れてきてください。  

 

・ミルクは、一回に飲む量に分けてもってきてくだ

さい。（利用時間内に必要な場合）  

 

□通園バック 

□汚れ物を入れる袋 (１枚) 

（レジ袋等でも可） 

 

・家庭で使っている手提げバックでも構いません。  

・濡れたり汚れたりした物を入れるため、用意して

ください。 

 

 

□お昼寝用布団 

 

・夏季：敷布団・タオルケット  

 冬季：敷布団・毛布・掛け布団  

＊枕はいりません。  

 



当園は、乳児等通園支援の提供にあたり、利用申込者に対して、本書面に基づき運営

規程の概要、従業者の勤務体制、乳児等通園支援の内容等重要事項を説明いたしまし

た。 

 

        年   月   日 

 

事 業 者    名 称  にこにこ園保育所合同会社  

 

              住 所  裾野市岩波４９－５  

 

              説明者  職 名  代表 

  

                   氏 名  山本則一          ㊞ 

 

 

 

私は、本書面により、にこにこ園保育所が提供する乳児等通園支援の内容等重要事項

の説明を受け、にこにこ園保育所が提供する乳児等通園支援を利用することについて、

同意いたします。  

 

         年   月   日 

 

     利用申込者(利用児の保護者) 

               住 所   

  

               氏 名                    ㊞ 

 

               (利用児の氏名           ) 

 

               (利用児との続柄：         ) 

 


